
Ｎｏ．２３（新規） 

（岩倉３学区） 
 

要望事項 （優先順位 ５） 

宝ヶ池公園出入口に係る宝ヶ池トンネル北(宝ヶ池通)交差点の歩行者安全対策及

び横断歩道設置についての要望 
 
要  旨 

岩倉 3 学区住民の憩いの場である宝ヶ池公園(北西部)の出入り口には、宝ヶ池通(宝
ヶ池トンネル北)と国際会館との接続道路の交差点(三叉路)がありますが、岩倉住民が

徒歩で公園に行くにはこの交差点の道路を横断する必要があります。 
この交差点は、岩倉住民の生活道路であるだけではなく、近隣地域からの通行車両

が利用する極めて交通量の多い道路が交差する三叉路です。 
岩倉住民は整備の行き届いた歩道を通行してこの交差点直前まで行くことができま

すが、交差点には信号もなく、横断歩道も設置されていない状態です。したがって、

車両の通行の隙間を見計らって横断するしかなく、極めて危険な場所となっていま

す。また、車両の通行がなかなか途切れないことも多く、長時間横断することができ

ない場合もあります。 
この不便を強いられているのは、岩倉地域住民のみならず、宝ヶ池公園の利用者全

般となっています。 
つきましては歩行者の安全確保の観点から、宝ヶ池トンネル北交差点の改良、及び

横断歩道の設置を要望いたします。 
 

回 答 

（建設局） 

大規模な交差点改良に当たっては、多額の事業費が必要となることから、本市の厳

しい財政状況の中、直ちに実施することは困難な状況ですので、御理解を賜りますよ

うお願いいたします。 

なお、横断歩道については、警察の所管事項となりますので、交差点改良が不要な

箇所での設置については警察とも協議してまいります。 

 
（下鴨警察署） 

 交差点改良の実施がなされた時点で横断歩道の設置を検討いたします。 

 

 



 

 

 


